
 

 

 

 

 

 

(介護予防)認知症対応型共同生活介護 
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（介護予防）認知症対応型共同生活介護サービスの提供を開始するにあたり、事業の重要事項を

説明いたします。 

 

１．事業者の概要 

名 称 株式会社日本アメニティライフ協会 

所在地 神奈川県横浜市青葉区みたけ台５番地１０ 

電話番号 ０４５－９７８－５０５１ 

設 立 平成８年４月３日 

資本金 ５,０００万円 

代表者 代表取締役 江頭 瑞穗 

 

２．事業所の概要 

名 称 花物語にしとうきょう 

所在地 東京都西東京市東町２－２－６ 

電話番号 ０４２－４３９－９３１５ 

開設年月日 ２０２６年３月１日 

事業の種類 （介護予防）認知症対応型共同生活介護 

事業所の定員 １８名（１ユニット９名、２ユニット９名） 

介護保険事業所番号 １３９５４００４５８ 

管理者氏名 宮川 里織 

 

３．運営の目的 

指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護（以下「介護サービス」という。）の適正な運営を確

保するための人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護サービスの提供に当たる従業者

が要支援２または要介護状態にあって認知症の状態にある者に対し、適正な介護サービスを提供す

ることを目的とします。 

 

４．運営の方針 

１ 事業所の従業者は、要支援２または要介護者であって認知症の状態にある利用者（その者の認

知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。）に対して、共同生活住居にお

いて、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、心身の特性を踏まえ、入浴、排泄、食事等の介護

や支援、その他日常生活上の世話や支援及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能

力に応じ自立した日常生活を営むこと及び心身機能の維持回復を図り利用者の生活機能の維持又

は向上を図るものとします。 



２ 事業の実施にあたっては、利用者の認知症状の緩和や悪化の防止に資するよう、その目標を設

定し、計画的に行います。 

３ 事業の実施にあたっては、１人１人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的

な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行います。 

４ 事業の実施にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又は家族に対し、サービス提

供等について、理解しやすいように説明を行います。 

５ 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域

の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービス提供に努めます。 

６ 前各項のほか、「西東京市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関す

る条例」及び「西東京市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備、運営等及び指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例」

に定める内容を遵守し、事業を実施します。 

 

５．併設する事業所 

併設する事業所 （介護予防）小規模多機能型居宅介護 

 

６．建物の概要 

①敷地及び建物 

敷 地 ６２９．５２㎡ 

建 物 

構造 鉄骨ＡＬＣ造 地上３階建て 

延べ床面積 ８１６．７２㎡ 

権利形態 通常借家契約 

②専用設備 

設備の種類 設 置 数 面 積 

専用居室 ２階 ９室（計１８室） ７．６０㎡～８．０４㎡（全室個室） 

専用居室 ３階 ９室（計１８室） ７．６０㎡～８．０４㎡（全室個室） 

③共同生活住居内の共用設備 

設備の種類 設 置 数 

居間・食堂 ２階１箇所、３階１箇所 

台   所 ２階１箇所、３階１箇所 

浴 室 ２階１箇所、３階１箇所 

脱 衣 室 ２階１箇所、３階１箇所 

ト イ レ ２階２箇所、３階２箇所 

 

 



７．職員体制の概要                         
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職種 職務内容等 

管理者 
常勤 事業所に１名配置 

事業所の従業者及び業務に関する一元的な管理をします。 

計画作成担当者 
事業所に１名以上配置 

介護サービス計画の作成を担当します。 

介護従事者 

（日中の時間帯） 

共同生活住居ごとに、常勤換算方法で利用者の数が３人又はその端数を

増すごとに１名以上配置（３：１） 

（夜間及び深夜の時間帯） 

共同生活住居ごとに１名以上の配置 

利用者の状態に応じ、介護サービスを提供します。 

看護師 

事業所に１名以上配置 

看護師は利用者に対して日常的な健康管理を行うとともに、通常時及び特

に利用者の状態悪化時における医療機関との連絡及び調整を行う。 
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職種 職務内容等 

管理者 
常勤 事業所に１名配置 

事業所の従業者及び業務に関する一元的な管理をします。 

計画作成担当者 
事業所に１名以上配置 

介護サービス計画の作成を担当します。 

介護従事者 

（日中の時間帯） 

共同生活住居ごとに、常勤換算方法で利用者の数が３人又はその端数を

増すごとに１名以上配置（３：１） 

（夜間及び深夜の時間帯） 

共同生活住居ごとに１名以上の配置 

利用者の状態に応じ、介護サービスを提供します。 

看護師 

事業所に１名以上配置 

看護師は利用者に対して日常的な健康管理を行うとともに、通常時及び特

に利用者の状態悪化時における医療機関との連絡及び調整を行う。 

 

 

８．介護サービスの概要 

介護サービス計画の作

成 

利用者の心身の状況や希望を踏まえ、利用者等との協議の上、援助の

目標、当該目標を達成するための具体的な介護サービスの内容等を記載

した（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画を作成します。 



介護サービス等 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画に基づき日常生活を営

む上で必要な下記の介護サービス等を、内容を区分することなく、全

体を包括して提供します。 

① 入浴、排泄、食事、着替え等 

② 日常生活上の支援 

③ 日常生活の中での機能訓練 

④ 相談・援助 

 

９．利用料の概要 

①入居までに支払う費用（費用の内容や詳細については別紙 料金表を参照） 

敷金 ２１０，０００円 

②入居後に支払う費用（費用の内容や詳細については別紙 料金表を参照） 

月額利用料 
家   賃７１，０００円 食材費３６，０００円 

水道光熱費２０，０００円 管理費２０，０００円 

その他の費用 実費相当分 

介護保険料 介護保険料の自己負担分 

③退去時に支払う費用 

契約終了後、サービス未提供で既に受領している利用料金と、未納金等その他の債務について清算

を行います。また、原状回復が必要な場合は、その費用を請求いたします。 

 

１０．協力医療機関 

名称 田無病院 

診療科目 内科、外科、整形外科 

所在地 東京都西東京市緑町３－６－１ 

電話番号 ０４２－４６１－２６８２ 

 

名称 ヤシマ歯科医院 

診療科目 歯科 

所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－１６－１０ 代々木エアーハイツ４０１号 

電話番号 ０３－３３５０－６１８６ 



１１．提携施設 

名称 田無病院 

所在地 東京都西東京市緑町３－６－１ 

電話番号 ０４２－４６１－２６８２ 

 

１２．緊急時対応方法および損害賠償 

緊急時対応方法 

① 利用者の症状に急変、その他緊急事態が生じたときには、従業者は

管理者及び主治医と連絡をとり、関係各機関と連携し、迅速に対応

します。 

② 突発的な事象時（骨折や健康状態の急変）には救急車での対応とな

り、ご家族等に連絡がとれないうちに病院へ搬送する場合がありま

すので予めご了承ください。 

損害賠償責任 

① 事業者は、介護サービスの提供にあたり、万一事故等が発生し利用

者の生命・身体・財産に損害が生じた場合、入居契約書第 19 条の

規定の定めにより損害賠償を行います。 

② 事業者は、万一、事業者の故意、過失による事故発生に備えて下記

の損害賠償責任保険に加入しています。 

損害賠償責任保険 

加入先 
東京海上日動火災保険株式会社 

 

１３.事故発生時の対応 

事故発生時の対応 ①事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するた

めに、サービスの安全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努

め、事業所の保全について計画的に取り組みます。 

②利用者に対する介護保険サービスの提供により事故が発生した場合

は、市区町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講

じます。   

③事故が生じた際はその原因を解明し、再発防止策を講じるなどの対応

策と、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録します。 

④事業所の故意、過失により事故が発生した場合、利用者の生命・身体・

財産に損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き、速やかに利用

者に対して損害を賠償します。ただし、利用者に重過失がある場合は、事

業者は賠償責任を免除され、又は賠償額を減額します。 

 

 

 

 



１４．苦情相談窓口 

苦情相談窓口 

・事業所 管理者  

受付時間：９：００～１８：００ 

連絡先：TEL０４２－４３９－９３１５ 

・本社 安全管理室 

 受付時間：９：００～１８：００（土日祝日除く） 

連絡先：TEL０４５－９７９－０８７１ 

外部苦情申し立て 

機関 

東京都国民健康保険団体連合会（介護相談指導課 介護相談窓口担当） 

TEL ０３－６２３８－０１７７ 

行政機関 

西東京市健康福祉部高齢者支援課認定相談係 

所在地：東京都西東京市南町５－６－１３ 

TEL ０４２－４２０－２８１６（田無第二庁舎） 

所在地：東京都西東京市中町１－５－１ 

TEL ０４２－４３９－４４２５（防災・保谷保健福祉総合センター） 

受付時間：８：３０～１７：００ 

（土日祝、１２月２９日～１月３日を除く） 

 

１５. 非常災害対策 

非常災害対策 

 

認知症対応型共同生活介護等の提供中に天災その他の災害が発生した場

合には、従業者は利用者の避難等適切な措置を講ずる。管理者は日常的

に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、

非常災害時には避難等の指揮を執る。 

２ 非常災害に備え、年２回以上の避難訓練を行う。 

 

１６.虐待の防止及び発生時の対応 

虐待の防止 

事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措

置を講じる。 

（１）事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）を定期的に開催するとともに、その結果について、

従業者に周知徹底を図る。 

（２）事業所における虐待の防止のための指針を整備する。 

（３）事業所において従業者に対し、虐待の防止のための研修を

定期的に実施する。 

（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するために事業所の管理

者を担当者とする。 

（５）従業者が高齢者虐待を把握した場合、虐待の防止のための指

針に基づき、管轄行政等へ迅速かつ適切に通報することとす

る。 



１７．身体的拘束等の適正化に向けた取り組み 

身体的拘束等の適正化

に向けた取組み 

 

１ 事業所は、認知症対応型共同生活介護等の提供に当たっては、当該

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以

下「身体的拘束等」という。) を行ってはならない。 

２ 事業所は、緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及

び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由（以

下「身体的拘束等の態様等」という。) を記録しなければならない。 

３ 事業所は、身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はそ

の家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、

やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、こ

の限りでない。 

４ 事業所は、前項ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合

には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族

に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。 

５ 事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じ

なければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以

上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者

に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

 (3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のため

の研修を定期的に実施すること。 

 

１８. 業務継続計画の策定等 

業務継続計画の策定等 

①事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービ

ス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開

を図るための計画（以下、「業務継続計画」という。）を策定し、当該

業務継続計画に従い必要な措置を講じる。 

②事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必

要な研修及び訓練を定期的に実施する。 

③事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継

続計画の変更を行う。 

 

 

 



１９. 衛生管理 

衛生管理 

①事業所は、事業に使用する備品等は清潔を保持するため、日々の清掃・

消毒を施すなど、常に衛生管理に留意する。 

②感染症拡大の防止として、必要に応じて利用者の隔離、面会制限等の措

置を講じる。 

③事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、

次の各号に掲げる措置を講じる。 

(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果につい

て、従業者に周知徹底を図る。 

(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備す

る。 

(3)事業所において従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のため

の研修及び訓練を定期的に実施する。 

 

２０.その他運営に関する重要事項 

研修について 当事業所は、職員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設ける

ものとし、また、業務体制を整備する。 

(1) 採用時研修 採用後 1か月以内 

(2) 継続研修 随時 

個人情報の保護 ①職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

②当事業所は、職員であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘

密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保

持すべき旨を、雇用契約の内容とする。 

 

２１．運営推進会議の設置 

運営推進会議の目的 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護のサービスに関して、運営推

進会議の委員から評価、要望、助言等を受け、介護サービスの質の確保

及び適切な運営ができるよう設置します。 

委員の構成 
利用者、利用者の家族の代表、自治会長、民生委員、地域包括支援セン

ター職員又は役所職員、事業所の管理者及び職員等 

開催時期 おおむね２ヶ月に１回開催します。 

 



２２．提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

実施の有無  

実施した直近の年月日  

実施した評価機関の名称  

評価結果の開示状況  

 

２３．入居にあたっての留意事項 

① 居室への持ち込み品は、居室に入る範囲内で使い慣れた家具、装飾品等をお持ちください。 

なお、安全管理上の心配がある場合等をご相談させていただきます。 

② 金銭、貴重品は事業所でのお預かりはできません。 

③ 事業所内は原則禁煙です。所定の場所でお願いいたします。 

④ 事業所内での他の利用者に対する執拗な宗教活動及び政治活動の他、勧誘行為などの他の利用

者に迷惑となる行為はご遠慮ください。 

以上 

 

 

 

 

  



＜以下余白＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【説明日】 

 

  年  月  日 

 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護利用契約書の締結にあたり、重要事項を説明し、交付し

ました。 

 

         事業所 （所在地）西東京市東町２－２－６            

  

             （名 称）花物語にしとうきょう             

 

説明者 （氏 名）                    印  

 

 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護利用契約書の締結にあたり、説明を受け、同意し、交付

を受けました。      

 

      利用者 （住 所）                       

  

             （氏 名）                    印  

 

利用者代理人 （住 所）                       

(利用者との続柄：   ) （氏 名）                    印  

身元引受人 （住 所）                       

(利用者との続柄：   ) （氏 名）                    印  

 

 


